
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
市　
町　
村　
課
）　

　

一

〇
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
医
学
生
修
学
資
金
等
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
医
療
整
備
課
）　

　

二

〇
宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
衛
生
技
術
者
養
成
施
設
授
業
料
減
免
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
大
麻
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
薬　

務　

課
）　

　

六

〇
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
産
業
人
材
対
策
課
）　

　

七

〇
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

八

 
規

則

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
第
九
項
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
項
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第

二
十
九
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
第
十
九
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
見
出
し
を
「（
有
害
特
定
が
ん
具
類
と
す
る
物
品
）」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
、「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
、「
特
定
が
ん
具
等

自
動
販
売
機
等
を
」
を
「
特
定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
を
」
に
、「
特
定
が
ん
具
等
取
扱
業
者
」
を
「
特
定
が
ん
具

類
取
扱
業
者
」
に
、「
特
定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
管
理
者
」
を
「
特
定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
管
理
者
」
に
、

「
特
定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
」」
を
「
特
定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
」」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
中
「特

定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
設
置
届
出
書

」
を
「特

定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
設
置
届
出
書

」

に
、「特

定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
を

」
を
「特

定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
を

」
に
、「第

26   条

」
を
「第

27   条

」

に
、「特

定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
の

」
を
「特

定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
の

」
に
、「特

定
が
ん
具
等
の

」
を

「特
定
が
ん
具
類
の

」
に
、「特

定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
管
理
者

」
を
「特

定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
管
理
者

」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「特

定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
届
出
事
項
変
更
届
出
書

」
を
「特

定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
届

出
事
項
変
更
届
出
書

」
に
、「特

定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
の

」
を
「特

定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
の

」
に
、「第

2  6  条

」
を
「第

27   条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「特

定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
廃
止
届
出
書

」
を
「特

定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
廃
止
届
出
書

」

に
、「特

定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
の

」
を
「特

定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
の

」
に
、「第

26   条

」
を
「第

27   条

」

に
改
め
る
。　

　

様
式
第
十
二
号
中
「特

定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
届
出
済
証
再
交
付
申
請
書

」
を
「特

定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機

等
届
出
済
証
再
交
付
申
請
書

」
に
、「第

26   条

」
を
「第

27   条

」
に
、「特

定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
の

」
を
「特

定

が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
の

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
十
四
号
中
「第

38   条
に

」
を
「第

39   条
に

」
に
、「第

38   条
知
事
は

」
を
「第

39   条
知
事
は

」
に
、「特

定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等

」
を
「特

定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等

」
に
、「特

定
が
ん
具
等
取
扱
業
者

」
を
「特

定

が
ん
具
類
取
扱
業
者

」
に
、「第

40   条

」
を
「第

41   条

」
に
、「第

38   条
第
１
項

」
を
「第

39   条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
表
示
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の

規
定
に
よ
る
特
定
が
ん
具
等
自
動
販
売
機
等
表
示
票
又
は
立
入
調
査
員
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
同
規
則
の

規
定
に
よ
る
特
定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
表
示
票
又
は
立
入
調
査
員
証
明
書
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

医
学
生
修
学
資
金
等
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　

医
学
生
修
学
資
金
等
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
学
生
修
学
資
金
等
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
か
か
わ
ら
ず
、」
の
下
に
「
大
学
院
生
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
期
間
に
あ
っ
て
は
標
準
修
業
年

限
を
、」
を
加
え
、「
期
間
は
、」
を
「
期
間
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
の
表
大
学
生
修
学
資
金
の
項
中

資
金
の
項
及
び
研
修
資
金
の
項
中

号外第９号　平成22年３月24日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）
様
式
第
13号

（
第
10条

関
係
）

特
定
が
ん
具
類
自
動
販
売
機
等
表
示
票

住
所

　
　
（
法
人
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

氏
名

　
　
（
法
人
に
あ
つ
て
は
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

特
定
が
ん
具
類

取
扱

業
者

住
所

氏
名

電
話
番
号

特
定
が
ん
具
類

自
動
販
売
機
等
管
理
者

　
設

置
年

月
日

←－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 15
�
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→

←－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 15� －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→

「

四　

申
請
書
の
保
証
人
の
欄
に
押
印
し
た
保
証
人
の
印
鑑
に
関
す
る
証
明
書

（
住
所
地
の
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
と
す
る
。）
が
作
成
す
る

も
の
に
限
る
。
以
下
「
印
鑑
登
録
証
明
書
」
と
い
う
。）

五　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

」
に
改
め
、
同
表
大
学
院
生
修
学

「

四　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

」
を

「

四　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

」
を



　

第
十
三
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　

二　

大
学
の
課
程
に
お
い
て
同
一
の
学
年
を
重
ね
て
履
修
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「４

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

」
を
「４

保
証
人
の
欄
に
押
印
し

 

５
そ
の
他
知
事
が
必
要
と

た
保
証
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書

　

に
改
め
る
。

認
め
る
書
類

　
　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
五
号
中
「４

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
た
書
類

」
を
「４

保
証
人
の
欄
に
押
印
し
た
保
証
人
の
印
鑑

 

５
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

登
録
証
明
書

　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
八
号
中 

を　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

「　
　
　

医
学
生
修
学
資
金
等
貸
付

　

様
式
第
九
号
中
「月

日
か
ら

年
月

日

」
を　

月
か
ら
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の

条
例
施
行
規
則

期
間
が
終
了
す
る
月

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中 

を　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
医
学
生
修
学
資
金
等
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
規
定
（
様
式
第
九
号
を
除
く
。）
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
以
後
の
申
請
に
係
る
修
学
資
金
等
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
申
請
に
係
る
修
学
資
金
等
の
貸
付

け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
及
び
入
学
考
査
手
数
料
」
を
「
、
入
学
者
選
抜
手
数
料
及
び
入
学
金
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
入
学
考
査
手
数
料
」
を
「
入
学
者
選
抜
手
数
料
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
三
項
中
「
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
職
業
能
力
開
発
校
等
養
成
施
設
指
定
規
則
」
を
「
社
会
福
祉

士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
二
号
）
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則
」
に
、「
掲
げ
る
科
目
（
」
を
「
定
め

る
科
目
又
は
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
別
表
第
四
人
間

 

文
部
科
学
省
令　
　
　
　
　
　
　
　

と
社
会
の
項
若
し
く
は
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
（
平
成
二
十
年　
　
　
　
　
　

第
二
号
）
別
表
第
四

 

厚
生
労
働
省
令　
　
　
　
　
　
　
　

人
間
と
社
会
の
項
に
定
め
る
教
育
の
内
容
の
科
目
で
あ
つ
て
、」
に
改
め
、「
に
限
る
。）」
を
削
る
。

　

第
六
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

第
六
章　

授
業
料
、
入
学
者
選
抜
手
数
料
及
び
入
学
金

　

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
「（
授
業
料
、
入
学
者
選
抜
手
数
料
及
び
入
学
金
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
入
学
考
査

手
数
料
」
を
「
、
入
学
者
選
抜
手
数
料
及
び
入
学
金
」
に
、「
そ
の
」
を
「
こ
れ
ら
の
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

衛
生
技
術
者
養
成
施
設
授
業
料
減
免
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（3）　 平成22年３月24日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 

「

四　

申
請
書
の
保
証
人
の
欄
に
押
印
し
た
保
証
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書

五　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

」
に
改
め
る
。

」
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

変
更
年
月
日

「

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

変
更
年
月
日

「

」
添
付
書
類

　
新
保
証
人
の
欄
に
押
印
し
た
保
証
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書

」

　
　
年
　
　
月
か
ら

　
　
年
　
　
月
ま
で

「

」

　
　
年
　
　
月
か
ら

　
　
年
　
　
月
ま
で

「

備
考
　
保
証
人
の
印
鑑
は
，貸
付
け
の
申
請
時
に
提
出
し
た
印
鑑
登

録
証
明
書
に
よ
り
証
明
さ
れ
た
印
鑑
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。



〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

衛
生
技
術
者
養
成
施
設
授
業
料
減
免
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

衛
生
技
術
者
養
成
施
設
授
業
料
減
免
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

衛
生
技
術
者
養
成
施
設
の
授
業
料
等
の
減
免
等
に
関
す
る
規
則

　

第
一
条
中
「
第
五
条
第
三
項
及
び
」
の
下
に
「
第
六
項
並
び
に
」
を
、「
授
業
料
」
の
下
に
「
及
び
入
学
金
」
を
加

え
、「
同
条
例
第
五
条
第
二
項
」
を
「
授
業
料
に
あ
っ
て
は
同
条
例
第
五
条
第
二
項
、
入
学
金
に
あ
っ
て
は
同
条
第
五

項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
授
業
料
」
の
下
に
「
又
は
入
学
金
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
授
業
料
」
の
下
に
「
又
は
入

学
金
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
金
の
徴
収
期
限
を
変
更
し
、
又
は
分
割
し
て
徴
収
す
る
場
合
の
入
学
金
を
納
付
す
べ

き
期
限
は
、
徴
収
期
限
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
各
期
ご
と
に
」
を
削
り
、「
授
業
料
」
の
下
に
「
又
は
入
学
金
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前

項
の
」
の
下
に
「
授
業
料
の
」
を
、「
に
よ
る
」
の
下
に
「
授
業
料
の
減
免
に
係
る
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

４　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
の
額
は
、
当
該
入
学
金
の
額
の
全
額
、
半
額
又
は
四
分
の
一
に
相
当
す
る

額
と
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
授
業
料
の
」
を
「
授
業
料
又
は
入
学
金
の
」
に
、「
授
業
料
徴
収
期
限
変
更
申
請
書
」
を
「
授

業
料
等
徴
収
期
限
変
更
申
請
書
」
に
、「
授
業
料
分
割
納
付
申
請
書
」
を
「
授
業
料
等
分
割
納
付
申
請
書
」
に
、「
授
業

料
減
免
申
請
書
」
を
「
授
業
料
等
減
免
申
請
書
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
授
業
料
の
」
を
「
授
業
料
又
は
入
学
金
の
」
に
、「
授
業
料
減
免
等
事
由
消
滅
届
」
を
「
授
業
料
等
減

免
等
事
由
消
滅
届
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
授
業
料
の
」
を
「
授
業
料
又
は
入
学
金
の
」
に
、「
減
免
を
し
た
額
又
は
徴
収
期
限
の
変
更
若

し
く
は
分
割
徴
収
の
措
置
」
を
「
減
免
等
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
」
に
、
同
項
第
一
号
中
「
授
業
料
減
免
申
請
書
等
」

を
「
授
業
料
等
徴
収
期
限
変
更
申
請
書
そ
の
他
の
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
書
類
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
授
業
料
を
」
を
「
授
業
料
又
は
入
学
金
を
直
ち
に
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
授
業
料
」
の
下
に
「
及
び
入
学
金
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
号外第９号　平成22年３月24日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

様
式
第
１
号
（
第
５
条
関
係
）

授
業
料
等
徴
収
期
限
変
更
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
施
設
長
　
　
　
　
殿

 
申
請
者
（
　
　
　
科
，
　
　
　
学
年
）
　
　

 
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
本
人
署
名
又
は
記
名
押
印
）　

 
保
護
者
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
次
の
と
お
り
授
業
料
等
の
徴
収
期
限
の
変
更
を
承
認
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

摘
要

変
更
後
の
徴
収
期
限

期
別

等

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

入
学

金

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

第
１

期

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

第
２

期

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

第
３

期

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

第
４

期

変
更
を
必
要
と
す
る
理
由



（5）　 平成22年３月24日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 
様
式
第
２
号
（
第
５
条
関
係
）

授
業
料
等
分
割
納
付
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
施
設
長
　
　
　
　
殿

 
申
請
者
（
　
　
　
科
，
　
　
　
学
年
）
　
　

 
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
本
人
署
名
又
は
記
名
押
印
）　

 
保
護
者
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
次
の
と
お
り
授
業
料
等
を
分
割
し
て
納
付
し
た
い
の
で
，
承
認
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

入
　
　
　
学
　
　
　
金

金
　
　
　
　
　
額

納
　
　
　
　
　
期

 
円

 
月
　
　
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
　
　
日

授
　
　
　
業
　
　
　
料

第
２

期
分

第
１

期
分

金
額

納
期

金
額

納
期

 
円

 
月
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
日

第
４

期
分

第
３

期
分

金
額

納
期

金
額

納
期

 
円

 
月
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
日

 
円

 
月
　
　
　
日

分
割
を
必
要
と
す
る
理
由

様
式
第
３
号
（
第
５
条
関
係
）

授
業
料
等
減
免
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
施
設
長
　
　
　
　
殿

 
申
請
者
（
　
　
　
科
，
　
　
　
学
年
）
　
　

 
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
本
人
署
名
又
は
記
名
押
印
）　

 
保
護
者
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
次
の
と
お
り
授
業
料
等
の
減
免
を
受
け
た
い
の
で
，
承
認
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

 
円

入
学

金

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

 
円

授
業

料

　
　
　
　
　

入
学

金

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

　
　
　
年
　
　
　
月
か
ら
　
　
　
年
　
　
　
月
ま
で

授
業

料

 
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
日
 

減
免
事
由
発
生
年
月
日

減
免
の
事
由



　

様
式
第
五
号
中
「授

業
料
減
免
等
事
由
消
滅
届

」
を
「授

業
料
等
減
免
等
事
由
消
滅
届

」
に
、「授

業
料
の

」
を
「授

業
料
等
の

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

大
麻
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

大
麻
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
麻
取
締
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
、「（
様
式
第
七
号
）」
を
「（
様
式
第
八
号
）」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条

と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
免
許
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
書
）

第
八
条　

条
例
第
七
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
大
麻
取
扱
者
免
許
証
書
換
え
交
付
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
と
す
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「大

麻
取
扱
者
死
亡

（解
散

）届

」
を
「大

麻
取
扱
者
死
亡
等
届

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「様

式
第
７
号

（第
８
条
関
係

）」
を
「様

式
第
７
号

（第
９
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
八
号
と
し
、
様
式
第
六
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

 
号外第９号　平成22年３月24日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

様
式
第
７
号
（
第
８
条
関
係
）

大
麻
取
扱
者
免
許
証
書
換
え
交
付
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
　
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
　

　
下
記
の
と
お
り
，
免
許
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

免
許

の
種

類

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日

免
許
年
月
日

免
許
証
の
番
号

所
在
地

研
究

施
設

（
栽

培
地

）
名

称

変
　
更
　
年
　
月
　
日

変
　
　
　
更
　
　
　
後

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変　更　内　容備
考

（
注
）
１
　
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
２
　
免
許
証
を
添
付
す
る
こ
と
。



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
四
号
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規

　

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
大
麻
取
締
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
四
号
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
大
麻
取
締
法
施
行
細

則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
六
号

　
　
　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
及
び
入
学
金
」
を
「
、
入
学
者
選
抜
手
数
料
、
入
学
金
及
び
証
明
手
数
料
」
に
改
め
る
。

　

「
第
五
章
の
二　

授
業
料
及
び
入
学
金
」
を
「
第
五
章
の
二　

授
業
料
、
入
学
者
選
抜
手
数
料
、
入
学
金
及
び
証
明

手
数
料
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
の
三
の
見
出
し
を
「（
授
業
料
等
の
額
等
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
入
学
金
」
を
「
、
入
学
者
選
抜
手

数
料
、
入
学
金
及
び
証
明
手
数
料
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
２
号
（
第
10条

関
係
）

※
公
共
職
業
安
定
所
記
入
欄

普
通
（
推
薦
・
一
般
），
短
期

※
区
分

入
　
　
学
　
　
願
　
　
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
立
　
　
　
　
　
　
　
高
等
技
術
専
門
校
長
　
殿

　
　
貴
校
に
入
学
し
た
い
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
て
出
願
し
ま
す
。

※
受
験
番
号

写
真
は
り
付
け
欄
　

　
正
面
上
半
身

　
撮
影
３
か
月
以
内

　
縦
４
�
×
横
３
�

 （
写
真
の
裏
面
に
　

 
氏
名
を
記
入
）

 
科

第
二
希
望
科
名
（
推
薦
の
場

合
は
，
記
入
不
要
)

 
科

第
一
希
望
科
名

男
・
女

性
　
別

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

 
本
人
の
自
署

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
生
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
）
歳

生
年
月
日

ふ
り
が
な

現
 住
 所

〒
　
　
　
　
－

 
電
話
（
　
　
　
） 
 　
－
　
　
　
　
　
　

〒
　
　
　
　
－

 
電
話
（
　
　
　
） 
 　
－
　
　
　
　
　
　

合
否
の
連
絡
先

（
現
住
所
と
異

な
る
場
合
）　

未
成
年
の
場
合
の
保
護
者
記
入
欄

本
人
と

の
関
係

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

 
保
護
者
の
自
署

ふ
り
が
な

住
　
　
所

〒
　
　
　
　
－

 
電
話
（
　
　
　
） 
 　
－
　
　
　
　
　
　

※
の
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

収
入
証
紙
は
り
付
け
欄

普
通
課
程
の
入
学
志
願
者
の
み
入
学
者
選
抜
手
数
料
の
額
に

相
当
す
る
額
の
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

（

（

受付印

取
扱
い
公
共
職
業
安
定
所
名

受
給
中
・
手
続
中
・
未
手
続

有
無

雇
用
保
険
受
給
資
格

卒
 業
 等
 年
 月
 日

学
　
科
　
名

学
　
校
　
名

最
終
学
歴

 
卒
業
　
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
中
退

 
卒
業
見
込

有
　・
　
無

職
歴
の
有
無
（
推
薦
の
場
合
は
，
記
入
不
要
）



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
七
号

　
　
　

都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
二
十
七
号
中
「

開
発
行
為
又
は
建
築
等
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
申
請
書

」
を

「
 

に
改
め
る
。　
　
　
　

開
発
行
為
又
は
建
築
等
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
申
請
書

　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号外第９号　平成22年３月24日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

収
入
証
紙

貼
　付
　欄


